
東久留米市議会議員選挙の記事は ２ 面へ続きます東久留米市議会議員選挙の記事は ２ 面へ続きます

期日前投票は 4 月17日㈪～２２日㈯期日前投票は 4 月17日㈪～２２日㈯
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができないと見込まれる方は、期日前投票をご利用ください。

東久留米市議会議員選挙東久留米市議会議員選挙

市n

　投票区・投票所は、投票所入場整理券に
記載されています。
　東久留米市における選挙の情報について、詳細は市
nをご覧ください。

投票所入場整理券の裏面

※�期日前投票および不在者投票のいずれも、告示日（ ４月16日㈰）の翌
日からの投票となりますので、ご注意ください。

４ 月１７日㈪～２２日㈯ 午前 ８ 時半～午後 ８ 時
日時

期日前投票所＝市役所 ２ 階２０４・２０５会議室
※ ４ 月２２日㈯のみ市民プラザホール（市役所 １ 階）。

場所

　郵送される「投票所入場整理券」の裏面にある「期日前投票宣誓書兼
請求書」に必要事項を記載の上、ご持参いただくと、スムーズに投票
へご案内することができます（右図参照）。
　なお、投票期間内で「投票所入場整理券」がお手元に届く前に投票す
る場合は、市nから「期日前投票宣誓書兼請求書」をダウンロードして
記載の上、ご持参いただくか、期日前投票所へお越しいただき、備え
付けの「期日前投票宣誓書兼請求書」に記載していただくことで、投票
することができます。
　※�投票日当日に投票所で投票する方は、「投票所入場整理券」裏面の
「期日前投票宣誓書兼請求書」への記載は不要です。

手続き

　 ５ 年 ４ 月３０日任期満了による東久留米市議会議　 ５ 年 ４ 月３０日任期満了による東久留米市議会議
員選挙は、 ４ 月１６日㈰に告示され、 ４ 月２３日㈰が員選挙は、 ４ 月１６日㈰に告示され、 ４ 月２３日㈰が
投票日です。明日の市政を託す方を選ぶ大事な選投票日です。明日の市政を託す方を選ぶ大事な選
挙です。大切な一票を無駄にしないよう、必ず投挙です。大切な一票を無駄にしないよう、必ず投
票しましょう。票しましょう。
　開票状況は、当日午後１０時以降に市　開票状況は、当日午後１０時以降に市nnなどで速などで速
報値をお知らせします。報値をお知らせします。
ll選挙管理委員会事務局☎０４２・４７０・７７９０選挙管理委員会事務局☎０４２・４７０・７７９０

　今回の選挙で投票できる方は、満1８歳以上（平成1７年 ４ 月２４日以前
に生まれた方）で、東久留米市の選挙人名簿に登録されている方です。
今回の選挙で新たに登録される方は、 ５年 1月1５日までに住民基本台
帳法に基づく転入の届出をし、引き続き東久留米市に住民登録がある
方です。

今回の選挙で投票できる方

◀�

期
日
前
投
票
の
際
に
、
記
載
が

必
要
な
部
分

投票日時： ４ 月２３日投票日時： ４ 月２３日（日）（日）午前 ７ 時～午後 ８ 時午前 ７ 時～午後 ８ 時

今号の主な内容

No. 1324

令和5年
（2023年）

4／1 号
・新型コロナウイルスワクチン関連情報…………… ３面

・南町公園が「ボール遊びができる公園」になりました… ４面

・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）に取り組んでみませんか… ８面

・ ５年度　お子さんの定期予防接種…………………１0面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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毎月１日・１５日発行

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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参考　時間帯別投票者数（令和3年東久留米市長選挙）

※�午前１０時～正午が混雑しますので、その時間帯を避けるなど
混雑緩和にご協力をお願いします。

来場時のお願い

・・�ペットを連れての投票はご遠慮
ください。

・・�投票所・開票所の駐車スペース
は歩行困難者優先ですので、車
での来場はご遠慮ください（駐車
場のない投票所も一部あります）。

不在者投票 住所を異動した場合の投票
■他の市区町村での不在者投票
　出張などで市外に滞在中の方は、事前手続きをしていただくことで、滞在
先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

■指定施設での不在者投票
　都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所し
ている方は、不在者投票をすることができます。

■特例郵便等投票
　新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者や自宅療養者、宿泊施設で待機す
る帰国者の方で、外出自粛要請等が選挙期間中と重なる場合は、郵便等投票
を用いて行う投票方法が認められます。詳細は選挙管理委員会事務局へお問
い合わせください。

■郵便などによる不在者投票
　身体障害者手帳などをお持ちの方で、下表 １に該当する方は、自宅などで
投票用紙に記載し、郵送する方法で投票できます。
　また、下表 １に該当し、かつ下表 ２に該当する方は、代理記載人が代わり
に記載して投票できます。代理記載人となるには、手続きが必要となります
ので、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
　郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会発行の「郵便等投票証明書」の交
付を受けてから ４月１９日㈬までに、所定の請求用紙で投票用紙を請求してく
ださい。証明書の申請や投票用紙の請求は、郵便や代理人でもできますが、
投票手続きなどに日数がかかりますので、早めにお申し込みください。

表１　郵便などによる不在者投票ができる方
手帳などの種類 障害名など 等級など

身体障害者手帳

両下肢・体幹、移動機能の障害 １級・２級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・
小腸の障害 １級・３級

免疫機能・肝臓の障害 １級～３級

戦傷病者手帳
両下肢・体幹の障害 特別項症～第２項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・
小腸・肝臓の障害 特別項症～第３項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護５

表２　代理記載人による投票ができる方
手帳の種類 障害の種類 等級など

身体障害者手帳 上肢または視覚 １級
戦傷病者手帳 特別項症～第２項症
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受付 交付 投
票
箱

①受け付け ③投票用紙へ記載 ④投票②投票用紙交付

投票箱に投票用紙を入れる。投票用紙に投票したい候補者
氏名を記載する。

投票用紙を受け取る。受付係に入場整理券を渡す。
※選挙人名簿と照合します。

l選挙管理委員会事務局☎０４２・４７０・７７９０

　候補者の経歴・経験などを掲載した選挙公報を、投票日の ２日前までに各
世帯にお届けします。投票の参考にしてください。

候補者の政見などは選挙公報で

　「投票所入場整理券」を世帯ごとに封書で郵送します。世帯全員の「投票所
入場整理券」が入っていますので、必ず本人のものであることを確認の上、
持参してください。
　入場整理券を紛失した方や届かなかった方でも、選挙人名簿に登録された
資格者であれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。なお、
期日前投票も同様です。
※投票区・投票所は同整理券に記載されています。

投票所入場整理券をお忘れなく

　開票は、 ４月２３日㈰午後 ９時からスポーツセンターで行います。参観を希
望する方は、当日受け付けにお申し出ください。
※開票状況は、当日午後１０時以降、市nなどで速報値をお知らせします。

開票はスポーツセンターで

代理投票・点字投票
　手などが不自由で文字を書くことができない方には「代理投票」（投票所の
係員が代理で筆記する方法）があります。また、目の不自由な方には「点字投
票」（点字器が各投票所に備えてあります）の制度があります。投票所（または、
期日前・不在者投票所）で係員にお申し出ください。

■市内転居した方
　 ５年 ３月２０日以前に転居の届け出をした方は、新住所地の投票所で投票と
なります。 ５年 ３月２１日以降に転居の届け出をした方は、旧住所地の投票所
で投票となります。
■市外へ転出した（する）方
　「投票所入場整理券」が届いても、 ５年 ４月２３日以前に東久留米市から他の
市区町村に転出の届け出をした（する）方は、投票することはできません。

●投票支援カード
　投票所で、代理投票などの支援が必要な場合にご
提示いただくと必要な支援を受けることができます。
市nからダウンロードして印刷し、必要事項を記入
して投票所へお持ちください。
●ぴったりサービス
　マイナポータルを活用した不在者投票の電子請求
サービスです。詳細は市nでご確認ください。

新たに取り組むサービス

◆�投票所入り口にアルコール消毒液を設置します。
◆�投票管理者、立会人、投票所従事職員はマスクを着用します。
◆�定期的に投票所の換気、記載台・鉛筆などの消毒液での拭き上げ
を行います。

投票所での
新型コロナウイルス感染症対策

投票支援カード
（市n）

ぴったりサービス
（市n）

投票日時：投票日時： ４４ 月月２３２３日日（日）（日）午前午前 ７７ 時～午後時～午後 ８８ 時時
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l市新型コロナワクチンコールセンター（市コールセンター）
　☎０４２・４２０・７１７７（土曜・日曜日、祝日を除く午前 ９時～午後 ５時受付）
　o０４２・４７７・００３３（聴覚に障害がある方などの相談）
　※詳細は市nをご覧ください。 市n

新型コロナウイルス
ワクチン関連情報

対象者初回接種（ １・ ２回目接種）を終了した次の方▼６５歳以上の高齢者▼ ５歳
～６４歳の基礎疾患をお持ちの方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方
▼医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者
使用するワクチンオミクロン株対応 ２価ワクチン
接種実施時期 ５ 月 ８ 日㈪～ ８月末
接種間隔前回接種日から ３カ月経過以降
※�５ 年春開始接種の開始に伴い、１２歳以上の方は ４ 年秋開始接種（現行のオミ
クロン株対応ワクチンの接種）が ５ 月 ７ 日㈰で終了します。接種を希望する
方は早めの接種をご検討ください。

●令和 ５年春開始接種

　 ５年度のワクチン接種方針が、国により次の通り取りまとめられました。
なお、市における接種体制や接種券発送時期などについては、方針が決定し
次第お知らせします。
▼現行の特例臨時接種の実施期間を １年延長し、 ６年 ３月３１日までとする。
費用についても、現行と同様に自己負担なしとする

▼接種については、有効性の持続期間等から検討を行い、追加接種可能なす
べての年齢の者を対象として、秋から冬（ ９月から）にかけて １回接種を行う
こととし、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い
者等については、春から夏（ ５月 ８日～ ８月末）にかけて前倒してさらに １回
接種を行うこととする

◆ ５年度のワクチン接種

対象者初回接種（ １・ ２回目接種）を終了した ５歳以上のすべての方
使用するワクチン未定（ ５年度の早期に決定できるよう、今後検討を進めます）

●令和 ５年秋開始接種

　 ５年度の １年間は、引き続き、生後 ６カ月以上の全ての未接種者を対
象に実施します。
※�ただし、初回接種で使用できるワクチンや、接種可能な医療機関・会
場は限られています。

●初回接種（ １・ ２回目接種）

対象者初回接種（ １・ ２ 回目）を終了した ５ 歳～１１歳の方（既に従来型ワ
クチンにより ３回目接種を終了した方も対象です）
接種間隔 ３ カ月（従来の ５カ月から短縮されました）
接種券の発送スケジュール前回の接種時期をもとに、順次発送予定
接種場所市内医療機関による個別接種

◆�小児接種（ ５ 歳～１１歳）でオミクロン株対応ワクチン
による接種がはじまりました

　 ２回目・ ３回目・ ４回目の接種を １月 １日～１５日に行った方への ３回
目・ ４回目・ ５回目の接種券は ４月 ７日㈮に発送予定です。接種券の到
着まで １週間程度かかることがあります。
※�オミクロン株対応ワクチンは ５月 ７日㈰までの期間では １人 １回のみ
接種が可能です。接種が完了した方には次回の接種券は送付されませ
ん。

◆接種券の発送
　�（令和 ４年秋開始接種の対象となる１２歳以上の方）

　ワクチン接種証明書は①電子版、②書面による発行（郵送申請）、③コ
ンビニ交付のいずれかで取得できます。郵送で申請する場合、交付まで
１週間～１０日ほどかかります。余裕をもって申請してください。なお、
提出書類に不備があった場合はさらにお時間をいただきます（窓口では
発行できません）。

◆�ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）をご希望
の方へ

※上の図は、厚生労働省「令和 ５年度新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」（２０２３年 ３ 月 ７ 日）を一部抜粋し、西暦表記の箇所に和暦を付記したものです。

令和５年度における新型コロナワクチンの接種のイメージ

（※）３月８日以降は追加接種にはオミクロン株対応２価ワクチンを用いることになります。

６か月
　　～４歳

５～１１歳

１２歳以上

現行の特例臨時接種＝ 特例臨時接種の延長＝自己負担なし

2022（令和４）年度 2023（令和５）年度
３月８日開始 5月８日～8月 9月以降

自己負担なし

初回接種（1・2回目接種）
を終了した
５歳以上のすべての方

使用するワクチンは
引き続き検討

上記以外の方

基礎疾患を有する方（５～１１歳）は
さらに１回追加接種が可能

追加接種

初回接種
（１・２回目接種）
追加接種

（３回目接種）

初回接種（１～３回目接種）

初回接種（１・２回目接種）を終了した
以下の方が対象
・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患を有する方（12～64歳）
・医療従事者等

令和４年
秋開始接種

令和５年春開始接種 令和５年秋開始接種

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

従来型ワクチン

従来型ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

　初回接種（ １・ ２回目接種）を終了した６５歳以上の高齢者の方に、
順次、接種券を発送します。
　なお、接種を希望する下記の方は接種券の交付依頼が必要とな
りますので、交付依頼を市nから行っていただくか、市コールセ
ンターへお問い合わせください。
交付依頼が必要な方▼ ５歳～６４歳の基礎疾患をお持ちの方、その
他重症化リスクが高いと医師が認める方（ ５～１１歳の方については、令和 ５ 年
春開始接種の時期に ２回目のオミクロン株対応ワクチンの接種を希望する方の
み申請が必要です）▼医療機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者▼前回の
接種を東久留米市で発行する接種券以外で行った方（転入者や海外で接種した
方など）
※�上記のうち、 ５回目接種を市が発行する接種券で行った５９歳までの方は、交
付依頼は不要です。

● ５年春開始接種の接種券交付

接種券の交付
依頼について
（市n）

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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　南町公園（南町 ３− ９）で、ボール遊びができるよう
にフェンス設置工事を行っていましたが、工事が完了
し、「ボール遊びができる公園」として開放しました。
　ぜひご利用ください。
※フェンスの中では、キャッチボールやボール蹴りな
どの遊びができます。
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

　市内で唯一の茅
かや

葺
ぶき

民家「村野家住宅」を特
別公開します。
　「村野家住宅」は江戸時代から明治期にか
けての景観が残る柳窪にあり、平成２３年に、
主
しゅ

屋
おく

・離れ・土蔵 ３棟・薬
やく

医
い

門
もん

・中
ちゅう

雀
じゃく

門
もん

の
７件が国の登録有形文化財となっています。
　同住宅は個人住宅であるため普段は見学
ができませんが、顧

こ

想
そう

園
えん

サポートクラブが
主催し、市教育委員会が協力して特別見学
会を行います。
a① ５月 ３日 、② ６月 ７日㈬、いずれ
も午前１０時～１１時半と午後 １時～ ２時半の
２回
b集合場所＝「村野家住宅」前（柳窪 ４ −１５
−４１、西武バス「柳窪一丁目」バス停から徒
歩１１分）
f各回先着５０人
g５００円（資料代・茶菓代・維持協力費）
k①は ４月２５日㈫、②は ５月２９日㈪までに
（いずれも必着）、往復はがきに参加希望日
と午前・午後の希望、氏名（同伴 ２ 人まで
連記可）、住所、電話番号、返信用に宛名
を記入の上、〒１８７−００４１、小平市美園町
１− ６− １−２０７、株式会社兼

かね

七
しち

内「村野家
住宅特別見学会係」宛て郵送を
l株式会社兼七内「村野家住宅特別見学会
係」☎０４２・３４４・６７３５または市郷土資料室
☎０４２・４７２・００５１

◎柳窪見学会２０２３春
　柳窪集落は、豊かな緑に包まれ、武蔵野
の面影を今に伝えています。国登録有形文
化財「顧想園」をはじめ、普段未公開の江戸
～明治にかけて建設された民家 ５軒を見学
し、黒目川源流域の遊歩道をめぐります。
主催はNPO法人「東久留米の水と景観を守
る会」、「柳窪の環境・景観の保全を考える
会」。
a ４ 月２９日 午前１０時からと午後 １時か
らの ２回（いずれも約 ２時間半）
b集合場所＝西武バス「柳窪一丁目」バス停
から南へ８０メートル先の「西団地南」交差点
・コンビニエンスストア前
f各回３０人（応募多数の場合は抽選）
g６００円（資料・保険代など）
k ４ 月１４日㈮までに（必着）、はがきに氏名
（同伴 ２人まで連記可）、申込者全員の郵便
番号、住所、電話番号（お持ちの方は携帯
電話）、午前・午後の希望を記入の上、〒
２０３−００２３、南沢 １− ５−１３−００２、武石百
合子宛て郵送またはm（mizu.ke ikan@
gmail.com）で送信を
l東久留米の水と景観を守る会・武石☎
０４２・４７２・０３４２または同会・鈴木☎０９０・
２２１０・５３０５

国登録有形文化財
「村野家住宅」
春の特別見学会などの
ご案内

　お住まいの住宅の耐震性に不安はありませんか。
　市では、市民が気軽に相談できる身近な相談窓口の場として無料耐震相談会を年 ６回実施してい
ます。無料耐震相談会では、相談者が持参した図面をもとに住宅の簡易診断などを行います。
ab右表の通り
相談員東久留米建築設計協会会員
g無料
h図面、建築確認申請書、間取り図などの家の構造・規模がわかるもの
k各相談日の前日までに電話で施設建設課へ
l同課☎０４２・４７０・７７５６

無料耐震相談会
耐震相談日時・会場
相談日時 会場

１ ４月１４日㈮

午後２時
～４時

市役所１階
屋内ひろば

２ ６月９日㈮

３ ８月４日㈮

４ １０月１３日㈮

５ １２月８日㈮

６ ６年２月９日㈮

新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●�東京都発熱相談センター☎０３・５３２０・４５９２　☎０３・６２５８・５７８０
　同センター医療機関案内専用ダイヤル☎０３・５３２０・４３２７
　（いずれも２４時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都多摩小平保健所☎０４２・４５０・３１１１
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時受付）

引き続き感染対策を意識し、人と人との距離の確保、手洗い・
咳エチケットなど、一人ひとりの感染防止対策の徹底にご協力
をお願いします。

最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、
市nをご覧ください。

市
n

村野家住宅「主屋」

　市では、小学校の通学路沿道のブロック塀について調査
を行っています。損傷や傾きなどの変況が確認できた所有
者には直接伺って適正な維持管理をお願いしています。
　お住まいにブロック塀がある方は、右のチェックポイン
トを用いて安全点検をお願いします。
　詳細は「東京都耐震ポータルサイト」を
ご覧ください。
l都多摩建築指導事務所建築指導第二課
☎０４２・４６４・００２０

お住まいのブロック塀は
大丈夫ですか

⑤損傷や傾き

鉄筋

②塀の厚さ

④基礎

③控え壁

①塀の高さ

ブロック塀の安全
点検等（東京都耐震
ポータルサイト）

チェックポイント
以下の項目を点検し、１つでも不適合がある場合
や分からないことがあれば、専門家に相談しまし
ょう。
①塀は高すぎないか
　・塀の高さは地面から２.２m以下ですか
②塀の厚さは十分か
　・塀の厚さは１５cm以上※ですか
　　※塀の高さが２m以下の場合は１０cm以上
③控え壁があるか
　・�長さ３.４m以下ごとに、高さの１/５以上
突出した控え壁はありますか

④基礎はあるか
　・コンクリートの基礎がありますか
⑤塀が傾いたりしていないか
　・塀に損傷や傾きがないですか

南町公園南町公園がが
「ボール遊びができる公園」「ボール遊びができる公園」にに

なりましたなりました

チェックポイントのイメージ

ボール遊びができるスペース
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市

民

生

活

夜
間
・
休
日 

納
付
相
談
窓
口

　
納
付
相
談
の
ほ
か
、
市
税
な

ど
の
納
付
を
受
け
付
け
ま
す
。

納
付
相
談
は
事
前
連
絡
が
あ
る

と
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
の
で
、

来
庁
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
※
納
付
書
の
再
発
行
も
で
き

ま
す（
一
部
を
除
く
）。

a
▼
休
日
＝
４
月
１５
日
㈯
・
１６

日
㈰
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時
～

午
後
４
時
▼
夜
間
＝
１８
日
㈫
午

後
８
時
ま
で

b
納
税
課（
市
役
所
２
階
）

取
扱
税
目
な
ど
▼
市
民
税
・
都

民
税
▼
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
▼
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

▼
国
民
健
康
保
険
税
▼
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
▼
介
護
保
険

料　
※
保
育
園
保
育
料
、
保
育
園

副
食
費
、
学
童
保
育
所
費
は
、

納
付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
領
収
し
ま
す（
納
付
書
の

再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
）。

i
口
座
振
替
の
手
続
き
お
よ
び

納
税
証
明
書
の
発
行
は
で
き
ま

せ
ん

l
同
課
納
税
係
☎
042
・
４
７
０

・
７
７
３
０

市
税
な
ど
の
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
４
年
度
の
市
税
な
ど（
市
民

税
・
都
民
税〈
普
通
徴
収
〉、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車
税

〈
種
別
割
〉、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
）の
納

期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を

完
納
し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

財
産
が
差
し
押
さ
え
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

◎
納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
・
事
故
・
災
害
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ

け
早
め
に
納
税
課（
市
役
所
２

階
）に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い

　
市
役
所
の
窓
口(

納
税
課
・

保
険
年
金
課
・
介
護
福
祉
課)

で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を

使
っ
て
申
し
込
み
が
で
き
る

「P

ペ

イ

ジ

ー

ay-easy

口
座
振
替
受
付
サ

ー
ビ
ス
」を
実
施
し
て
い
ま
す

（
申
し
込
み
時
に
金
融
機
関
へ

の
届
出
印
、
通
帳
は
不
要
で

す
）。
市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、

納
付
の
手
間
や
納
め
忘
れ
が
な

い
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

l
納
税
課
☎
042
・
４
７
０
・
７

７
２
９

子
ど
も

と
教
育

児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
改
定

　
５
年
４
月
分
か
ら
次
の
通
り

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

◎
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

本
体
額
▼
全
部
支
給
＝
４
万
３

０
７
０
円
→
４
万
４
１
４
０
円

▼
一
部
支
給
＝
４
万
３
０
６
０

円
～
１
万
１
６
０
円
→
４
万
４

１
３
０
円
～
１
万
４
１
０
円

第
２
子
加
算
額
▼
全
部
支
給
＝

１
万
１
７
０
円
→
１
万
４
２
０

円
▼
一
部
支
給
＝
１
万
１
６
０

円
～
５
０
９
０
円
→
１
万
４
１

０
円
～
５
２
１
０
円

第
３
子
以
降
加
算
額
▼
全
部
支

給
＝
６
１
０
０
円
→
６
２
５
０

円
▼
一
部
支
給
＝
６
０
９
０
円

～
３
０
５
０
円
→
６
２
４
０
円

～
３
１
３
０
円

　
※
５
月
期
支
払
い
分（
３
月

～
４
月
分
）は
、
３
月
分
が
改

定
前
、
４
月
分
が
改
定
後
の
金

額
と
な
り
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

　
▼
１
級
＝
５
万
２
４
０
０
円

→
５
万
３
７
０
０
円
▼
２
級
＝

３
万
４
９
０
０
円
→
３
万
５
７

６
０
円

　
※
８
月
期
支
払
い
分（
４
月

～
７
月
分
）か
ら
改
定
後
の
手

当
額
と
な
り
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
042
・
４
７
０
・
７
７
３
６

特
別
児
童
扶
手
当
を 

振
り
込
み
ま
す

　
４
年
１２
月
～
５
年
３
月
分
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
４
月
１１

日
㈫
に
指
定
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。
利
用
金
融
機
関
に

よ
っ
て
は
入
金
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

i
今
回
の
振
り
込
み
は
、
改
定

前
の
金
額
で
す

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
042
・
４
７
０
・
７
７
３
６

就
学
援
助
の
申
請

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学

校
で
掛
か
る
費
用
が
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し

て
、
教
育
費
の
一
部
を
援
助
し

て
い
ま
す
。

e
お
子
さ
ん
と
生
計
を
一
に
す

る
方
全
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
家
庭

　
①
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生

活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

（
認
定
基
準
を
上
回
る
収
入
が

あ
る
場
合
や
転
出
の
場
合
を
除

く
）②
５
年
度
市
民
税
の
非
課

税
ま
た
は
減
免
③
個
人
事
業
税

・
固
定
資
産
税
の
減
免
④
国
民

年
金
の
掛
金
の
減
免（
２
分
の

１
以
上
の
減
免
が
対
象
）⑤
国

民
健
康
保
険
税
の
減
免
⑥
児
童

扶
養
手
当
の
受
給
⑦
生
計
を
一

に
す
る
全
員
の
収
入
金
額（
令

和
４
年
分
）が
認
定
基
準
以
下

j
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、

４
月
上
旬
に
学
校
で
児
童
・
生

徒
を
通
じ
て
配
布
す
る「
就
学

援
助
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い

申
請
受
付
期
間
４
月
１０
日
㈪
～

１４
日
㈮
、
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時
　

　
※
１２
日
㈬
は
午
後
７
時
ま
で

受
付
会
場
市
役
所
６
階
６
０
２

会
議
室

l
学
務
課
学
事
係
☎
042
・
４
７

０
・
７
７
７
９

東
京
都
子
育
て
支
援
員

研
修
受
講
生
募
集

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に

従
事
す
る
上
で
必
要
な
知
識
や

技
能
な
ど
を
有
す
る「
子
育
て

支
援
員
」の
養
成
研
修（
第
１

期
）で
す
。
今
回
は
地
域
保
育

コ
ー
ス
で
す
。

a
６
月
頃
か
ら
順
次
研
修
開
始

b
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
ま
た
は
新

宿
、
立
川
な
ど

e
都
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、

今
後
子
育
て
支
援
員
と
し
て
就

業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

j
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
日
程
な
ど
、

研
修
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
ま

た
は
申
し
込
み
先
の
n
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

k
４
月
３
日
㈪
～
１７
日
㈪
に

（
消
印
有
効
）、
都
福
祉
保
健
財

団
n
ま
た
は
申
込
書（
市
区
町

村
窓
口
ま
た
は
同
財
団
n
か
ら

入
手
可
）を
同
財
団
宛
て
郵
送

（
簡
易
書
留
）を

l
▼
研
修
に
関
す
る
こ
と
＝
都

福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部

計
画
課
☎
０３
・
５
３
２
０
・
４

１
２
１
▼
募
集
に
関
す
る
こ
と

＝
都
福
祉
保
健
財
団
☎
０３
・
３

３
４
４
・
８
５
３
３都福祉保健

財団n
都福祉保健局 

n

高
齢
者

・
福
祉

障
害
・
難
病
等 

啓
発
事
業
補
助
金

　
市
で
は
、
平
成
２８
年
４
月
に

施
行
さ
れ
た
障
害
者
差
別
解
消

法
に
基
づ
い
て
、
障
害
者
差
別

の
解
消
の
促
進
に
つ
な
が
る
啓

発
事
業
に
対
し
、
活
動
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

e
障
害
者
、
難
病
患
者
な
ど
の

当
事
者
団
体
が
主
催
す
る
障
害
、

難
病
疾
患
等
の
啓
発
事
業

k
l
障
害
福
祉
課
管
理
係
☎
042

・
４
７
０
・

７
７
４
７
ま

た
は
o
042
・

４
７
５
・
８

１
８
１

（
６
面
へ
続
く
）

学
生
納
付
特
例 

制

度

の

申

請

　
日
本
国
内
に
お
住
ま
い
で

２０
歳
以
上
の
方（
厚
生
年
金

な
ど
他
の
年
金
制
度
加
入
者

は
除
く
）は
国
民
年
金
に
加

入
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
２０
歳
に
な
る
と
国
民
年

金
の
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

が
、
前
年
所
得
が
基
準
以
下
で

納
付
が
困
難
な
学
生
に
は
納
付

が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特

例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
申
請
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
期
間（
受
給
資
格

期
間
）に
学
生
納
付
特
例
の
承

認
さ
れ
た
期
間
が
算
入
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
年
金
額
の
計
算

の
対
象
と
な
る
期
間
に
は
含
ま

れ
な
い
た
め
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
１０
年
以
内
で
あ
れ

ば
猶
予
し
た
期
間
を
後
か
ら
追

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
承

認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る

場
合
は
、
当
時
の
保
険
料
に
一

定
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
）。

e
大
学（
大
学
院
）・
短
大
・
高

等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専

修
学
校
等
に
在
籍
す
る
学
生
で

国
民
年
金

だ
よ
り

障害者福祉事業
タクシー代・ガソリン費
の助成

表１　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の対象・内容など
区分 福祉タクシー事業 ガソリン費助成事業

対象 ①身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級）
②愛の手帳１・２度

助成内容 ６カ月間上限１万円 ３カ月間上限８，２５０円
（１ℓにつき５５円。１５０ℓまで）

請求方法 請求書に領収書・レシートを添付して提出
請求月 ４月・１０月 ４月・７月・１０月・１月

申請に
必要なもの

①身体障害者手帳または愛の手帳
②認め印（スタンプ式は不可）
③本人の口座が分かるもの
④車検証（ガソリン費助成申請の場合のみ）
　※登録車両は本人または同居親族の車両のみ。
⑤�令和４年度課税（非課税）証明書（転入などで東久留米市で所得確認ができない方のみ）

　市では、市内在住で障害者手帳を
お持ちの方を対象に、タクシー代ま
たはガソリン費を助成しています。
ce右表１参照
i所得制限があります（右表２参照）。
施設入所している方、入院している
方は受給できません
k直接障害福祉課（市役所１階）で
l同課管理係☎０４２・４７０・７７４７
またはo０４２・４７５・８１８１

表２　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の所得制限限度額
扶養親族数 所得制限限度額 扶養親族数 所得制限限度額

０人 ４７３万５,０００円 ３人 ６０３万８,０００円
１人 ５１６万８,０００円 ４人 ６４７万３,０００円
２人 ５６０万３,０００円 ５人 ６９０万８,０００円

※扶養親族数６人以降は１人増すごとに４３万５,０００円を加算します。
※ガソリン費助成は世帯全員の所得確認が必要です。

前
年
所
得
が
基
準
以
下
の
方

k
学
生
証
ま
た
は
在
籍
期
間

が
確
認
で
き
る
在
学
証
明
書

を
ご
用
意
の
上
、
保
険
年
金

課（
市
役
所
１
階
）、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
ま
た
は
学
校

が
代
行
事
務
の
指
定
を
受
け

て
い
る
場
合
は
学
校
な
ど
で

申
請
を
。「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
」か
ら
の
電
子
申
請
も
利

用
で
き
ま
す

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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（
５
面
か
ら
続
く
）

手
話
講
習
会 

受
講
生
募
集

　
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
へ
の

理
解
を
深
め
、
将
来
的
に
手
話

通
訳
者
を
目
指
す
方
を
養
成
す

る
た
め
、
手
話
講
習
会
を
実
施

し
ま
す
。

期
間
▼
入
門
ク
ラ
ス
・
基
礎
ク

ラ
ス
＝
５
月
１５
日
㈪
～
６
年
２

月
▼
応
用
ク
ラ
ス
・
通
訳
養
成

ク
ラ
ス
＝
５
月
１１
日
㈭
～
６
年

２
月

　
※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
９

時
４５
分
～
１１
時
４５
分
。

b
市
役
所
内
会
議
室

g
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
実
費
負

担
あ
り
）

応
募
要
件
・
定
員
な
ど
左
表
の

通
り

k
４
月
３
日
㈪
～
１４
日
㈮
に
専

用
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で
。
専

用
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
の

申
し
込
み
が
難
し
い
場
合
は
、

障
害
福
祉
課
へ
電
話
ま
た
は
o

を
。
o
の
場
合
は
、
希
望
ク
ラ

ス
・
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
・

希
望
動
機
・
手
話
経
験
、
在
勤

の
場
合
は
勤
務
先
名
と
住
所
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い

l
同
課
地
域
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
４
７
、
o
０４２
・
４

７
５
・
８
１
８
１（
m〈shoga 

ifukushi@
city.higashikur 

um
e.lg.jp

〉も
可
）専用申し込み

フォーム

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス

新
規（
４
月
～
９
月
） 

購
入
手
続
き

　
都
営
交
通
・
都
内
民
営
バ
ス

な
ど
が
利
用
で
き
る「
東
京
都

シ
ル
バ
ー
パ
ス
」を
購
入
で
き

ま
す
。

有
効
期
限
９
月
３０
日
㈯

e
都
内
に
住
所
を
有
す
る
満
７０

歳
以
上
の
方

g
次
の
通
り

①
住
民
税
が
課
税
の
方
＝
１
万

２
５
５
円（
４
月
～
９
月
の
申

し
込
み
は
有
効
期
間
が
短
い
た

め
、
全
額
２
万
５
１
０
円
の
半

額
で
す
）

②
住
民
税
が
非
課
税
の
方
＝
１

０
０
０
円

③
住
民
税
が
課
税
で
、
合
計
所

得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の

方
＝
１
０
０
０
円

必
要
書
類
本
人
確
認
書
類（
健

康
保
険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証

な
ど
）。
た
だ
し
、
前
記
費
用

の
②
・
③
に
該
当
す
る
方
は
次

の（
ア
）～（
ウ
）の
い
ず
れ
か
１

点
も
追
加
で
必
要
で
す
。

（
ア
）「
介
護
保
険
料
額
決
定
通

知
書
兼
納
入
通
知
書
」の
所
得

段
階
区
分
欄
に「
第
一
段
階
～

第
六
段
階
」の
い
ず
れ
か
の
記

載
の
あ
る
も
の

（
イ
）住
民
税
課
税
証
明
書
ま
た

は
非
課
税
証
明
書

（
ウ
）生
活
保
護
受
給
証
明
書

i
▼（
ア
）は
再
発
行
で
き
ま
せ

ん
。
お
手
元
に
な
い
場
合
は
、

（
イ
）の
取
得
を
▼（
ア
）（
イ
）は
、

５
年
度
の
書
類
が
発
行
さ
れ
る

ま
で
は
４
年
度
の
書
類
で
代
用

可
▼（
ウ
）は
４
月
１
日
以
降
に

発
行
さ
れ
、
生
活
扶
助
受
給
が

確
認
で
き
る
も
の
に
限
る

k
必
要
書
類
を
用
意
の
上
、
最

寄
り
の
バ
ス
営
業
所
・
都
営
地

下
鉄
定
期
券
販
売
所
な
ど
の
シ

ル
バ
ー
パ
ス
発
行
窓
口
で

l
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル
バ
ー
パ

ス
専
用
電
話
☎
０３
・
５
３
０
８

・
６
９
５
０（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～
午
後

５
時
）

会 員 募 集
◆練功体操（白山体操クラブ）＝a毎日午
前 ９ 時～１０時（雨天中止）b白山公園g会
費年１，０００円j見学・体験歓迎。２６年間
以上続いているクラブです。楽しくみん
なで練功体操l上岸☎０４２・４７５・７５５７
◆健康野球軍団ブラックキヤッツ＝a毎
週木曜日午前 ８ 時半～正午b滝山球場g
会費月１，０００円他j新緑の球場で投打攻
守。年相応のスポーツを楽しんでいます。
６０～７５歳l佐藤☎０９０・８００６・７８２３
◆NPO法人健康遊技たんぽぽ（健康麻
雀）＝a毎週月曜・水曜日午前１０時～午
後 ５ 時bスポーツセンター、上の原団地
集会所g会費 １ 回５００円j頭と手の体操、
健康麻雀。認知症予防に仲間作りに。定
期的に大会などl増田☎０８０・４６７０・
１１１０
◆太極拳（若葉の会）＝a月 ３ 回。月曜日
午前 ９ 時～正午b西部地域センター、わ
くわく健康プラザg入会金５００円、会費
月１，５００円j太極拳のゆったりと気持ち
の良い動きで筋力と免疫力アップをl塩
澤☎０４２・４７２・９６８８

◆芸術・文化・趣味（盆栽愛好会）＝a月
２ 回。第 ２ ・第 ４ 土曜日午前 ９ 時半～正
午b生涯学習センター、西部地域センタ
ー他g会費月２，０００円j盆栽の作り方、
育て方を講師の指導の下で仲間と一緒に
学びませんかl原☎０４２・４６５・９４００
◆仙武館空手道教室（松濤館流）＝a毎週
日曜日午前１０時～午後 ０ 時半他b南町小
学校g入会金５，０００円、会費月３，０００円他
j体験入門から始められて納得の上ご入
会ください（小学生以上）l土居☎０４２・
４７５・９３７５
◆シニアスポーツ（東久留米市ターゲッ
ト・バードゴルフ協会）＝a毎週月曜・
水曜・木曜日午前 ９ 時半～午後 ０ 時半他
b白山公園（月曜・水曜日）、南町運動広
場（木曜日）g会費年５，０００円jお気軽に
ご体験ください。手ぶらでOK。貸しク
ラブあり。ミニゴルフですl坂田☎０４２
・４７３・５２４５
◆中国語（中国だい好き）＝a月 ４ 回。土
曜日午後 ６ 時～ ８ 時１５分他b中央町地区
センターg入会金１，０００円、会費月４，０００
円j入門、初級、中級、会話クラス有り。
初心者歓迎しますl内田☎０４２・４６４・
８８５８
◆吹矢サークル風々＝a毎週火曜日午後
１ 時４０分～ ３ 時５０分bスポーツセンター

g入会金５００円、会費月７５０円j的中した
時の壮快感。外した時の残念感。吹矢で
学ぶ呼吸と集中力l渡辺☎０４２・４２０・
８４７２
◆冨岡カラオケ教室＝a月 ２ 回。第 ２ ・
第 ４ 木曜日午後 １ 時～ ３ 時他b生涯学習
センターg入会金１，０００円、会費月１，７００
円j先生はアマチュアですが作詞作曲を
します。ピアノ伴奏で覚えられますl中
島☎０９０・４００３・１３４９
◆不動橋体操会＝a毎日午前 ６ 時２０分～
７ 時b不動橋広場g会費年１，２００円jラ
ジオ体操、中国体操で健康維持l鶴見☎
０４２・４２１・９１３０

催 し
◆ジョン・チャヌ愛のコンサート（ヴァ
イオリン）（東久留米愛のコンサート実行
委員会）＝a ４ 月 ８ 日㈯午後 １ 時半開場、
午後 ２ 時開演b成美教育文化会館g入場
料３，０００円（学生１，０００円）j車いす席もあ
ります。ご連絡ください。未就学児はご
遠慮願いますl白沢☎０９０・２６４７・３１２１
◆松が丘カフェみよしさんち（松が丘見
守り隊）＝a毎月第 ２ ・第 ４ 金曜日午後
２ 時～ ４ 時b浅間町地区センタ− １ 階談
話室g参加費２００円j認知症に関心をお
持ちのご高齢の地域の方どなたでもl坂

本☎０９０・６５２２・０７４５
◆糊流しによる藍染展（染め工房布fu＆
ギャラリー）＝a ４ 月１１日㈫～１６日㈰午
前１１時～午後 ６ 時、１６日は午後 ４ 時まで
b染め工房布fu＆ギャラリー（本町 ３ −
７ −１１）j愛媛県の作家の作品展です。
気軽にご覧くださいl布澤☎０９０・９９５０
・１１７８
◆講演「縄文とくるめと日本列島～ユニ
ークな日本列島人のへその緒」（早稲田大
学東久留米稲門会）＝a ４ 月１６日㈰午後
２ 時～ ３ 時半b成美教育文化会館 １ 階ギ
ャラリーj講師は井口直司氏（市郷土資
料室主任研究員）l大矢☎０４２・４７５・
８５３２
◆講演会「発酵食品と免疫力」（東久留米
市福島県人会）＝a ４ 月２２日㈯午後 ２ 時
～ ４ 時b成美教育文化会館グリーンホー
ルg５００円j講師は小泉武夫氏（東京農業
大学名誉教授）。当日直接会場へl宇津
木☎０９０・５５８３・８３４７

市 民 伝 言 板

高齢者・福祉

表　手話講習会受講生の募集要件など
クラス 講座の目的 募集要件 各クラスのレベル 回数 定員

入門クラス
手話を楽しく学び手話言語を
習得するとともに、聴覚障害
者についての知識や理解を深
める

市内在住者・
在勤者

初めて手話を学ぶ方 ３０回
２０人程度（応募多数の場
合は抽選。初めて応募さ
れる方を優先）

基礎クラス
入門クラス修了、またはそれと
同程度の技術を有する方（手話
による簡単な自己紹介ができる
程度）

３０回
２０人程度（応募多数の場
合は抽選。初めて応募さ
れる方を優先）

応用クラス
手話通訳者の役割や倫理を学
ぶとともに、手話技術や知識
の習得を深め、手話通訳者を
目指す

原則、市内在
住者

基礎クラスを修了、またはそれ
と同程度の技術を有する方（簡
単な日常会話ができる程度）

３０回
１５人程度（選考試験あ
り。応用クラスを修了し
た方の再受講不可）

通訳養成
クラス

応用クラス修了、またはそれと
同程度の技術を有し、かつ次回
の東久留米市手話通訳者登録試
験を受験し、合格後は、地域で
手話通訳者として活動できる方

３５回
１２人程度（選考試験あ
り。登録試験不合格者は
選考試験不要。再受講は
原則２回目まで）

※応用クラス・通訳養成クラスの選考試験は４月２７日㈭です。詳細は申込者に通知します。
※どのクラスも、申し込み後に他のクラスへの変更はできません。

　救急車の出動件数が、８７万２，１０１件（前年比１２万８，３９８件増）で過去最
多を更新しました（令和 ４ 年中東京消防庁管内速報値）。

◎救急車の適正利用
　救急出動件数が多くなると救急車の到着時間が遅れてしまいます。
救える命を救うために、適正に救急車を利用し、自分で病院に行ける
場合は、自家用車や公共交通機関などをご利用ください。

◎迷ったときはどうするの
　判断に迷ったり、救急病院の情報を知りたい場合は、東京消防庁救
急相談センター☎♯７１１９または☎０４２・５２１・２３２３（多摩地区）へご連絡
ください。相談医療チーム（医師、看護師、救急隊経験者など）が２４時
間、年中無休で対応します。
l東久留米消防署救急係☎０４２・４７１・０１１９（内線３８０）

正しい救急車の
利用方法を知ろう

東京消防庁
公式アプリ

消防や救急の情報
を入手できます。 東京消防庁

公式アプリn
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

事
前
に
お
申
し
込
み
の
上
、
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

a
b
４
月
１８
日
㈫
午
後
１
時
１５

分
～
２
時
４５
分
、
東
部
地
域
セ

ン
タ
ー
会
議
室
２

e
上
の
原
・
神
宝
町
・
金
山
町

・
氷
川
台
・
大
門
町
・
東
本
町

・
新
川
町
・
浅
間
町
・
小
山
に

お
住
ま
い
の
方

i
４
月
は
東
部
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
主
催
で
す（
中
部
・

西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

は
５
月
に
開
催
し
ま
す
）

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
２
８
・
７
７
８

８
ま
た
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
９

９
９
６

お
知
ら
せ

若
年
層
の
性
暴
力
被
害

予
防
月
間

　
若
年
層
を
対
象
と
し
て
、
Ａ

Ｖ（
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
）出
演
強

要
問
題
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
問
題
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
や
薬
物
・
ア
ル
コ

ー
ル
使
用
に
よ
る
性
暴
力
・
性

犯
罪
な
ど
深
刻
な
性
的
被
害
が

起
き
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
は
、
被
害
者

の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
と

と
も
に
、
安
全
で
安
心
な
暮
ら

し
を
脅
か
す
も
の
で
、
決
し
て

許
さ
れ
ま
せ
ん
。
同
意
の
な
い

性
的
行
為
の
強
要
は
、
い
か
な

る
理
由
・
関
係
性
が
あ
っ
て
も

す
べ
て
暴
力
で
す
。
性
暴
力
に

関
す
る
情
報
を
み
ん
な
で
共
有

し
て
、
社
会
全
体
で
性
暴
力
を

な
く
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
不
安
、
悩
み
に
寄
り
添
う
相

談
窓
口
も
あ
り
ま
す
。
ひ
と
り

で
悩
ま
な
い
で
、
左
表
の
窓
口

な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

l
生
活
文
化
課
男
女
共
同
参
画

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
８

性犯罪・性暴力で悩んでいる方へ
ひとりで悩まず相談を！

内閣府
性犯罪・性暴力被害者の
ためのワンストップ支援
センター

☎＃８８９１

警察
性犯罪被害相談電話 ☎＃８１０３

自
治
会
活
動
の
ご
案
内

◎
身
近
な
暮
ら
し
を
支
え
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

　
自
治
会
は
個
人
で
は
対
処
す

る
こ
と
が
難
し
い
災
害
時
の
助

け
合
い
や
防
犯
対
策
な
ど
を
行

い
、
地
域
の
繋
が
り
を
深
め
活

性
化
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
市
内
に
は
約
１

２
０
の
自
治
会
が
あ
り
ま
す
。

加
入
は
任
意
で
す
が
、
地
域
に

住
む
人
々
が
交
流
を
深
め
、
よ

り
よ
い
地
域
作
り
を
す
る
た
め

に
も
ぜ
ひ
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
治
会
の
活
動
形
態
は
地
域

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
加
入

を
お
考
え
の
場
合
は
お
近
く
の

代
表
者
ま
た
は
役
員
に
申
し
出

の
上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
代
表
者
や
役
員
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
生
活
文
化
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
自
治
会
の
登
録

　
市
で
は
自
治
会
活
動
に
対
す

る
支
援
を
行
う
た
め
、
自
治
会

の
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。
登

録
す
る
と
、
自
治
会
補
助
金
の

対
象
に
な
る
な
ど
の
支
援
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
自
治

会
を
作
り
た
い
方
、
ま
た
は
市

へ
の
登
録
を
し
て
い
な
い
自
治

会
の
方
は
同
課
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
８平

和
へ
の
想
い
を
込
め
た 

千
羽
鶴
を
受
け
付
け
て

い
ま
す

　
市
で
は
、
平
和
事
業
と
し
て
、

原
爆
が
投
下
さ
れ
た
広
島
市
と

長
崎
市
に
、
平
和
へ
の
想
い
を

込
め
た
千
羽
鶴
を
毎
年
７
月
末

に
届
け
て
い
ま
す
。
千
羽
鶴
は

年
間
を
通
し
て
受
け
付
け
て
い

ま
す
が
、
今
年
は
６
月
１５
日
㈭

ま
で
に
い
た
だ
い
た
千
羽
鶴
を

７
月
上
旬
～
中
旬（
予
定
）に
市

役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
で
展
示

し
た
後
、
広
島
市（
平
和
記
念

公
園
）と
長
崎
市（
長
崎
原
爆
資

料
館
）に
届
け
ま
す
。

受
付
場
所
総
務
課（
市
役
所
４

階
）

i
千
羽
鶴
は
必
ず
糸
に
つ
な
が

れ
た
状
態
で
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
糸
に
つ
な
が
れ
て
い
な
い

折
り
鶴
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

んj
折
り
紙
が
必
要
な
方
は
、
同

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
）

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

１
４

職
員
募
集

学
童
保
育
所 

職
員
募
集
説
明
会

a
４
月
７
日
㈮
午
後
２
時
か
ら

（
３０
分
～
１
時
間
程
度
）

b
市
役
所
５
階
５
０
２
会
議
室

c
学
童
保
育
所
に
つ
い
て
、
児

童
厚
生
指
導
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
・
専
門
職
）お
よ
び
児

童
厚
生
員（
会
計
年
度
任
用
職

員
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）の
仕

事
の
内
容
、
応
募
資
格
、
現
在

の
募
集
状
況
な
ど
に
つ
い
て

e
児
童
厚
生
指
導
員
お
よ
び
児

童
厚
生
員
の
仕
事
に
興
味
の
あ

る
方

k
当
日
会
場
で

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

学
童
保
育
所 

会
計
年
度
任
用
職
員

①
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職
）

任
用
期
間
５
月
１
日
～
６
年
３

月
３１
日（
６
年
３
月
３１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
月
額
２１
万
２
８
８
０
円

応
募
資
格
保
育
士
、
社
会
福
祉

士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か

の
有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後

児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
を

修
了
し
た
者
も
し
く
は
受
講
資

格
を
持
つ
者

応
募
書
類
▼
市
販
履
歴
書（
写

真
貼
付
）▼
資
格
証
明
書
の
写

し
▼「
児
童
厚
生
指
導
員
と
し

て
仕
事
を
す
る
上
で
大
切
に
し

た
い
こ
と
」に
つ
い
て
考
え
や

意
見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字

以
内
に
ま
と
め
た
小
論
文

②
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職
・
育
休

代
替
職
員
）

任
用
期
間
５
月
１
日
～
１１
月
３０

日勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

募
集
人
数
１
人

報
酬
月
額
２１
万
２
８
８
０
円

応
募
資
格
保
育
士
、
社
会
福
祉

士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か

の
有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後

児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
を

修
了
し
た
者
も
し
く
は
受
講
資

格
を
持
つ
者

応
募
書
類
▼
市
販
履
歴
書（
写

真
貼
付
）▼
資
格
証
明
書
の
写

し
▼「
児
童
厚
生
指
導
員
と
し

て
仕
事
を
す
る
上
で
大
切
に
し

た
い
こ
と
」に
つ
い
て
考
え
や

意
見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字

以
内
に
ま
と
め
た
小
論
文

j
履
歴
書
の
備
考
欄
な
ど
に

「
育
休
代
替
職
員
希
望
」と
記
入

し
て
く
だ
さ
い

③
児
童
厚
生
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

任
用
期
間
５
月
１
日
～
６
年
３

月
３１
日（
６
年
３
月
３１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な

ど募
集
人
数
若
干
名

報
酬
時
給
１
１
３
３
円

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

貼
付
）

④
営
繕（
会
計
年
度
任
用
職
員

・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

任
用
期
間
５
月
１
日
～
６
年
３

月
３１
日（
６
年
３
月
３１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
金
曜
日
の
午

前
８
時
１５
分
～
午
後
５
時
、
月

１５
日

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
の
修
理

業
務
な
ど

募
集
人
数
１
人

報
酬
時
給
１
１
０
１
円

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

貼
付
）

《
①
～
④
共
通
事
項
》

i
提
出
さ
れ
た
書
類
な
ど
は
返

却
し
ま
せ
ん

j
▼
祝
日
お
よ
び
年
始（
１
月

１
日
～
３
日
）は
勤
務
日
に
含

め
ま
せ
ん
▼
交
通
費
相
当
額
と

期
末
手
当
の
支
給
は
、
別
途
市

の
規
定
に
よ
り
支
給
▼
①
②
に

つ
い
て
は
社
会
保
険
の
加
入
あ

りk
４
月
１２
日
㈬
ま
で
に（
閉
庁

日
時
を
除
く
）、
応
募
書
類
を

直
接
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少

年
係（
市
役
所
２
階
）へ
持
参
を
。

書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
決
定

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

　市では、「お手間を取らせない市役所」の実現に
向けて、市民の皆さまが利用しやすいデジタルサ
ービスの提供を目指しています。市のデジタルサ
ービスの改善につなげていくため、デジタルサー
ビスを利用された方はアンケートにご協力ください。
アンケートの回答方法
専用アンケートフォーム（https : 
//logoform.jp/form/9８５h/２１9７ 
４２）からご回答ください。
iご意見への個別の回答は行いま
せん
l行政経営課☎０４２・４７０・７７０４

専用アンケート
フォーム

市のデジタルサービスに
関する利用者アンケート

高齢者・福祉 お知らせ 職員募集

　「行政手続等における情報通信の技術の利
用に関する法律」の改正により、法令に基づ
く行政手続はオンライン化実施を原則とする
ほか、手数料納付のオンライン化や添付書類
等の省略等が規定されたことから、市では、
市民の皆さんの利便性向上のため、法律の趣
旨に基づいた形で条例改正を行います。
　このたび、条例改正の概要をとりまとめた
ため、市民の皆さんなどのご意見を募集します。
閲覧期間・ 場所 ４ 月 １ 日㈯～２０日㈭に、市政
情報コーナー（市役所 １ 階）、行政経営課（同
６ 階）、市内の各図書館、または市nでご覧
いただけます（ただし、各施設の閉庁日・休
館日を除く）

ご意見の提出方法閲覧期間中に（必着）、「行政
手続等における情報通信の技術の利用に関す
る条例の一部改正概要への意見」と明記して、
住所・氏名・年代（例＝２０代）・ご意見（書式
自由）を記入の上、〒２０３ー８５５５、市役所行政
経営課宛て郵送、o（０４２・４７０・７８１１）または
m（gyoseikeiei＠city.higashikurume.
lg.jp）で提出を
i電話や来庁による口頭でのご意見は受け付
けできません。お寄せいただいたご意見は、
個人情報を除いた上で要約し、後日、市nで
公開します。ご意見の返却や個別の回答は行
いません
l行政経営課☎０４２・４７０・７７０４

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の
一部改正概要」に対するパブリックコメント（ご意見）を募集します

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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官
公
署

　
な
ど

令
和
５
年
度
地
域
の 

底
力
発
展
事
業
助
成

　
都
で
は
、
地
域
活
動
の
担
い

手
で
あ
る
町
会
・
自
治
会
が
主

催
し
て
行
う
地
域
の
課
題
を
解

決
す
る
た
め
の
取
り
組
み（
催

し
・
活
動
な
ど
）を
支
援
す
る

た
め
、
事
業
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
。

助
成
対
象
都
内
に
所
在
す
る
町

会
・
自
治
会

対
象
事
業
▼（
Ａ
）地
域
の
課
題

解
決
の
た
め
の
取
り
組
み
▼

（
Ｂ
）都
が
取
り
組
む
特
定
施
策

の
推
進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み

４
区
分（「
防
災
・
節
電
活
動
」

「
青
少
年
健
全
育
成
活
動
」「
高

齢
者
等
の
見
守
り
活
動
」「
防
犯

活
動
」）▼（
Ｂ
―
Ｓ
）都
が
緊
急

に
取
り
組
む
べ
き
特
定
施
策
の

推
進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み

（「
多
文
化
共
生
社
会
づ
く
り
」

「
デ
ジ
タ
ル
活
用
支
援
」）▼

（
Ｃ
）複
数
の
単
一
町
会
・
自
治

会
が
共
同
し
て
実
施
す
る
地
域

の
課
題
解
決
の
た
め
の
取
り
組

み
▼（
Ｄ
）単
一
町
会
・
自
治
会

が
他
の
地
域
団
体
と
連
携
し
て

実
施
す
る
地
域
の
課
題
解
決
の

た
め
の
取
り
組
み

募
集
期
間（
事
前
相
談
期
間
）

４
月
３
日
㈪
～
５
月
１５
日
㈪
、

６
月
１
日
㈭
～
８
月
１０
日
㈭
、

９
月
１
日
㈮
～
１０
月
２０
日
㈮

　
※
詳
細
は
都
生
活
文
化
ス
ポ

ー
ツ
局
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

k
l
同
局
都
民
生
活
部
地
域
活

動
推
進
課
☎
０３
・
５
３
８
８
・

３
１
６
６

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」

「
行
事
保
険
」の
加
入
手

続
き（
５
年
度
版
）

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
の「
傷

害
保
険
」と「
賠
償
責
任
保
険
」

を
セ
ッ
ト
に
し
た
保
険
で
す
。

市
社
会
福
祉
協
議
会
ま
た
は
中

央
町
地
区
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
４
年
度
に
加
入

し
た
同
保
険
は
、
５
年
３
月
末

日
で
補
償
期
間
が
終
了
し
ま
し

た
。
４
月
以
降
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
他
に
も
、
市
民
活
動
団
体
の

主
催
行
事
を
対
象
と
し
た「
行

事
保
険
」「
行
事
保
険（
当
日
参

加
対
応
型
）」も
あ
り
ま
す
。
各

行
事
保
険
は
、
３
カ
月
先
の
末

日
開
催
の
行
事
ま
で
加
入
可
能

で
す
。

l
加
入
手
続
き
に
関
し
て
は
同

協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
０
７
３
９
、

補
償
内
容
な
ど
保
険
の
内
容
に

関
し
て
は
有
限
会
社
東
京
福
祉

企
画（
東
京
都
社
会
福
祉
協
議

会
指
定
保
険
代
理
店
）☎
０３
・

３
２
６
８
・
０
９
１
０

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
制
度

　
市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
個
人
・
団

体
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
欲
し
い

個
人
・
団
体
・
施
設
な
ど
を
つ

な
ぐ
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
個
人
登
録

登
録
の
流
れ
事
前
に
同
セ
ン
タ

ー
に
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
来

所
く
だ
さ
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
す
る
上
で
の
心
構
え
や
活
動

先
を
案
内
し
ま
す
。
登
録
を
希

望
す
る
方
は
登
録
カ
ー
ド
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、
登

録
し
た
情
報
に
活
動
条
件
が
あ

う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
紹
介

し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い

j
登
録
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
一

覧
は
同
協
議
会
n
で
公
開
し
て

い
ま
す

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５

・
０
７
３
９

都生活文化
スポーツ局 
n

同協議会n

３ R（リデュース・リユース・リサイクル）に３ R（リデュース・リユース・リサイクル）に
取り組んでみませんか取り組んでみませんか

官公署など

lごみ対策課管理係☎０４２・４７３・２１１７

　 ３ Rとは、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の ３つの「R」の総称です。循環型社会の実現に向け、ご協力をお願いします。

　スマートフォンなどで同アプリを取得して「お住まい
の地域」で「東京都東久留米市」を登録の上、
ご利用ください。
i通信料は利用者の負担になります
l秘書広報課広報係☎０４２・４７０・７７０８

行政情報アプリ「マチイロ」でも
「広報ひがしくるめ」をご覧になれます

リユース（繰り返し使う）
リユースチャレンジ（おもちゃ類・食器類の回収）

　リユースによるごみの減量を目的に、ご家庭で使わなくなった、
まだ使える「おもちゃ類」と「食器類」の回収を ４月より開始し、回収
した品物は海外でリユースされます。
　これまで粗大ごみや燃やせないごみとして収集
していたおもちゃ類や食器類の中にも、リユース
できる品物がありますので、ごみの減量につなが
る取り組みとして、ぜひご協力ください。
bごみ対策課（八幡町 ２ー１０ー１０）
j詳細は市nまたは同課へお問い合わせください

リユースチャレンジ
について 
（市n）

　フードドライブとは、ご家庭などで使いきれな
い食品を持ち寄り、集まった食品を子ども食堂や
福祉団体などの必要としている方にお届けする活
動のことで、食品ロスを削減するための取り組み

です。
　 ４年 ８月よりフードドライブの受け付けを
開始し、現在までに２００kg以上の食品が集ま
っています。ぜひご協力ください。
bごみ対策課（八幡町 ２−１０−１０）
i受け付けできる食品には条件がありますの
で、詳しくは、市nをご覧ください

リデュース（ごみを減らす）

フードドライブ
について 
（市n）

・稼働するのに電源コードが必
要なもの
・破損・汚損により使用できな
いもの
・回収ボックス（幅８５㎝×奥行
４５㎝×高さ７５㎝程度）に入らな
い大きさのもの
（具体例）
紙・容器包装プラスチック製品、
つまようじ・竹串・ストロー類、
刃物類、銃・刀剣玩具、ＣＤ・
ＤＶＤなどのディスク、ペット
用品、本・絵本、日本人形・ひ
な人形

ぬいぐるみ・模型・ボードゲ
ーム・カードゲーム・ラジコ
ン・スポーツ用品・椀・皿・
コップ・鍋・フライパン・テ
ィーポットなど

回収できないもの回収できるもの

リサイクル（再資源化する）
ボトルtoボトル

　市では、 ４月よりコカ・コーラ　ボトラーズジャパン株式会社と
協働し、使用済みペットボトルを回収・リサイクル処理した上でペ
ットボトルとして再生し、飲料の容器として用いるペットボトルの
水平リサイクル「ボトルtoボトル」を開始します。
　この取り組みにより、石油由来原料からペットボトルを作る場合
と比べて約6０％のCO ２を削減することができます。
　「ボトルtoボトル」には、きれいなペットボトルの回収が必要不
可欠になります。
引き続き、ペッ
トボトルの適切
な排出にご協力
をお願いします。

フードドライブ

ボトルtoボトル
について 
（市n）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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